
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

美旗市民センター主催事業 １０～１１月 

  

１０月 ４日（月） ９：００  サークル清掃  

      ２９日（金）１０：００  まなび体験セミナー第３回①認知症サポーター養成講座 

１１月  １日（月）１９：００ 
 第１回美旗市民大学講座  

「美旗で受け継がれてきた子ども狂言に触れる」 

    ５日（金） ９：３０ まなび体験セミナー第３回②映画「ペコロスの母に会いに行く」 

  

氏 名 住 所 電話番号 

   

   

 

 

 
 

発行/美旗市民センター 住所/〒518-0616 名張市美旗町南西原２２９-３  

TEL&FAX 0595-65-3007   Email：mihata-ko@emachi-nabari.jp 

HP http://www.emachi-nabari.jp/mihata/ Facebook https://www.facebook.com/mihata.co  

学級、講座、その他のお問い合わせ・お申し込みは、平日の９時～１７時に美旗市民センターまで。 

２０２1（R3）年１０月２日 

１０月号 

※裏面に「はたっこ通信♡あい１０月号」を掲載しております。 

第１回 美旗市民大学講座 

 日 時：１１月１日（月） 

     １９：００～２０：００ 

 テーマ：「美旗で受け継がれてきた子ども狂言に触れる」 

 講 師：大蔵流狂言師  名張子ども狂言の会指導者 茂山
し げ や ま

宗彦
も と ひ こ

 先生 

場 所：美旗市民センター 多目的ホール 

内 容：子ども狂言の観賞と解説（子ども狂言の会の歩みのお話） 

定 員：４０名（事前申込制） 今回に限り美旗在住の方優先  

申込み：平日の９時～１７時に美旗市民センター（TEL/FAX65-3007） 

        までお申し込みください。 

    ＊ご夫婦、親子、友人でお二人一緒に受講希望の場合は、 

     同時にお申し込みください。（３人以上は不可） 
 

     締切り：１０月２２日（金）お申し込み多数の場合は抽選 

         （１０月下旬に結果はがき送付） 

無料 

今年度、「名張こども狂言の会」は創立３０周年を迎えます。 

そこで、今までに狂言を見たことのない人にも、実際に見ていただきたいとの思い

から企画しました。当日は、子どもたちの演技や子ども狂言の会をご指導頂いてい

る、茂山宗彦先生に狂言「しびり」の解説もしていただきます。是非この機会にお越

しください。 

１１月７日（日）は観阿弥祭が開催されます。

その際には上小波田の観阿弥ふるさと公園の能

舞台で演じます。奮ってご参加ください。 

＊新型コロナウイルス感染拡大状況によって、

中止させていただく場合があることをご了承く

ださい。 

切 り 取 り 線 第 1回美旗市民大学講座 申込書  10/22（金）締切り 

 
まなび体験セミナー第３回講座「認知症についてまなぶ講座」開催のお知らせ 

 
   ８月２４日・８月３１日に中止となりました見出しの講座につき、 
 下記のとおり開催することとなりましたので、お知らせします。 

 
① 「認知症サポーター養成講座」１０月２９日（金）１０：００～１１：３０ 

② 映画「ペコロスの母に会いに行く」１１月５日（金）９：３０～１２：００ 
① ②共、美旗市民センター多目的ホールにて開催 

 
※前回、お申し込みいただいた方が対象です。（こちらより案内のハガキをお出ししています。） 

 ①「認知症サポーター養成講座」については、新たに受講ご希望のかたがあれば、 

 平日の９時～１７時に美旗市民センター（TEL65-3007）までお問い合わせください。 
 

第２４回 美旗市民センター祭り中止のお知らせ 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、 
本年度の美旗市民センター祭りは中止とさせていただきます。 

 

   
   緊急事態宣言解除に伴い、１０月１日より通常通り美旗市民センターを 

ご利用いただけます。引き続き感染対策徹底にご協力の程、宜しくお願い申しあげます。 

 尚、当センターのご利用時間は、午前 9 時〜 午後 10時、休館日は、年末年始 

（12月 29 日〜 1月 3日）及び第３日曜日となっております。 

 


